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イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

り
災
証
明
書
の

新
規
発
行
再
開
に
つ
い
て

３
月
２
日
か
ら
、
復
興
庁
「
住

ま
い
の
復
興
給
付
金
」
申
請
等
に

必
要
と
な
る
「
り
災
証
明
書
」
の

新
規
発
行
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
必
要
書
類
等

・
り
災
証
明
書
交
付
申
請
書

・
り
災
状
況
の
分
か
る
写
真

・
認
印

な
お
、
平
成
26
年
５
月
30
日
以

前
に
交
付
申
請
し
た
、
り
災
証
明

書
の
再
発
行
に
つ
い
て
も
、
従
来

ど
お
り
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

安
全
安
心
課

☎（
40
）５
５
５
５

道
路
に
樹
木
が
張
り
出

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

敷
地
か
ら
道
路
上
に
樹
木
の
枝

が
伸
び
て
、
車
道
や
歩
道
を
覆
っ

て
い
る
光
景
が
よ
く
見
か
け
ら
れ

ま
す
。

こ
れ
ら
道
路
上
に
伸
び
た
枝
は
、

車
の
運
転
者
や
歩
行
者
の
視
界
を

さ
え
ぎ
り
、
通
行
の
妨
げ
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
倒
木
な
ど
に
よ
っ
て
、

思
わ
ぬ
事
故
を
招
き
、
地
主
が
管

理
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

伸
び
す
ぎ
た
枝
は
せ
ん
定
す
る

な
ど
、
適
正
な
管
理
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

☎（
48
）２
１
１
３

市
役
所
電
話
番
号
の

変
更
に
つ
い
て

組
織
改
編
に
と
も
な
い
次
の
よ

う
に
変
更
し
ま
す
の
で
、
お
か
け

間
違
え
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

総
務
人
事
課
☎（
40
）５
５
５
１

農
作
業
に
伴
う
道
路
の

泥
汚
れ
防
止
に
つ
い
て

ト
ラ
ク
タ
ー
等
で
の
農
作
業
の

際
、
田
や
畑
か
ら
道
路
へ
出
る
前

に
は
、
必
ず
泥
を
落
と
し
て
か
ら

走
行
し
て
く
だ
さ
い
。

舗
装
道
路
が
泥
な
ど
で
汚
れ
て

い
る
と
、
ス
リ
ッ
プ
事
故
等
の
原

因
に
な
り
た
い
へ
ん
危
険
で
す
。

や
む
を
得
ず
道
路
を
汚
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
清
掃
す
る
な
ど

道
路
利
用
者
が
安
全
に
走
行
で
き

る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先

農
政
課
☎（
48
）２
１
４
３

カ
ラ
ス（
烏
、鴉
、慈
鳥
）

に
関
す
る
講
演
会
の
お

知
ら
せ

下
野
市
自
然
に
親
し
む
会
で
は
、

年
次
総
会
に
お
け
る
基
調
講
演
を

一
般
の
方
に
も
公
開
し
ま
す
。

■
日
時　

４
月
19
日
㈰

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

■
講
師　

宇
都
宮
大
学
農
学
部
長

杉
田
昭
栄
教
授

■
演
題　

「
カ
ラ
ス
の
行
動
、
お

も
し
ろ
ア
ラ
カ
ル
ト
」

■
会
場　

生
涯
学
習
情
報
セ
ン

タ
ー
研
修
室

■
参
加
費　

2
0
0
円（
資
料
代
）

杉
田
先
生
に
は
、
カ
ラ
ス
が
な

ぜ
あ
の
よ
う
に
賢
い
の
か
、
い
た

ず
ら
好
き
な
の
か
と
い
っ
た
、
愛

す
べ
き
側
面
に
つ
い
て
お
話
し
い

た
だ
く
予
定
で
す
。
き
っ
と
今
ま

で
に
無
い
お
も
し
ろ
い
講
演
会
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

講
演
会
終
了
後
は
、
ジ
ャ
コ
ウ

ア
ゲ
ハ
の
研
究
発
表
と
、
下
野
市

自
然
に
親
し
む
会
の
総
会
を
開
催

し
ま
す
。
入
会
ご
希
望
の
方
も
引

続
き
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

し
も
つ
け
環
境
市
民
会
議
自
然

環
境
部
会

下
野
市
自
然
に
親
し
む
会

☎（
40
）５
５
５
９

くらしの情報

消防署からの大切なお知らせ
住宅用火災警報器の設置が義務化されたこと
をご存知ですか？

石橋地区消防組合火災予防条例で、平成21年６
月１日から火災による逃げ遅れ者を減らすために
住宅用火災警報器の設置が義務化となりました。
住宅用火災警報器は、火災の際に発生する煙や

熱を感知し、ブザー音や音声により、いち早く火災
の発生を知らせてくれる機器です。
お近くのホームセンターや電器店等で気軽に購
入でき、天井や壁に取り付けることができますので
早急に設置をお願いいたします。
また、設置の義務化により悪質な訪問販売が多

発しています。消防署・市役所の職員が住宅用火
災警報器を販売または業者に販売の委託をする
ことは絶対にありません。設置報告や点検義務も
ありませんのでご注意ください。
■問い合わせ先
　石橋地区消防組合消防本部  予防課  査察係
　☎（53）６１６６

新 旧
市民協働推進課 ☎（40）5585 新　　　設
総務人事課 ☎（40）5551 総　務　課
契約検査課 ☎（40）5553 管　財　課
安全安心課 ☎（40）5555 生活安全課
生涯学習文化課
 ☎（52）1119・☎（52）1120

生涯学習課
文　化　課
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